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(57)【要約】
【課題】簡便に締め込み量を増加させることができ、か
つ様々な開閉扉に対応した使い勝手の良い増し締め機構
付き密閉ハンドルを提供する。
【解決手段】扉１３側または扉１３が開閉自在に取り付
けられた壁面１５側に取り付けられる台座２と、台座２
の取付面２ａと反対の表面２ｂ側に立設され、一端３ａ
側が台座２に回転自在に支承されているとともに、外周
面に雄ねじ３ｃが螺設された調整軸３と、台座２の表面
２ｂ側に配設され、調整軸３の雄ねじ３ｃに螺合する雌
ねじ４ａが螺設されているとともに、外周面から外方に
突出するストッパ部５が形成された操作部４とを備え、
調整軸３と操作部４とには、操作部４を回転させた際に
、調整軸３に係合して調整軸３を一体的に回転させると
ともに、操作部４に対して調整軸３のみを回転可能とす
る係合部６が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扉側または当該扉が開閉自在に取り付けられた壁面側に取り付けられる台座と、
　上記台座の取付面と反対の表面側に立設され、一端側が上記台座に回転自在に支承され
ているとともに、外周面に雄ねじが螺設された調整軸と、
　上記台座の表面側に配設され、上記調整軸の上記雄ねじに螺合する雌ねじが螺設されて
いるとともに、外周面から外方に突出するストッパ部が形成された操作部とを備え、
　上記調整軸と上記操作部とには、上記操作部を回転させた際に、上記調整軸に係合して
当該調整軸を一体的に回転させるとともに、上記操作部に対して上記調整軸のみを回転可
能とする係合部が設けられていることを特徴とする増し締め機構付き密閉ハンドル。
【請求項２】
　上記操作部の上記台座側には、回転プレートが当該操作部と一体的に設けられていると
ともに、上記台座には、上記回転プレートに当接して上記操作部の回転角度を所定の範囲
に規制する規制部材が配設されていることを特徴とする請求項１に記載の増し締め機構付
き密閉ハンドル。
【請求項３】
　上記操作部は、上記操作部を回転させるレバーハンドルと、上記ストッパ部が形成され
たカム部とが着脱自在に連結されて構成されていることを特徴とする請求項１または２に
記載の増し締め機構付き密閉ハンドル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開閉扉を密閉するための増し締め機構付き密閉ハンドルに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、気密性が要求される開閉扉は、扉と当該扉を開閉自在に取り付けた壁面に形成
された開口部の枠体との間に、パッキンを介装して気密性を保持している。しかし、この
パッキンは、経年変化や、上記開閉扉の開閉を長期に亘り繰り返し行うことにより摩耗し
、気密性が損なわれてしまうという問題がある。
【０００３】
　特に、大型空調機などのメンテナンスに用いられる開閉扉の場合には、稼働と停止を繰
り返し行う過程において、内部の気圧が負圧と正圧とを常に繰り返すために、扉側に周設
されたパッキンと、当該扉が取り付けられた筐体側の枠体に周設されたパッキンとの僅か
な隙間や、パッキンの弾性によって振動や騒音が発生するとともに、上記パッキンが早期
に摩耗してしまうという問題がある。
【０００４】
　そこで、従来においては、図８（ａ）～図８（ｃ）に示すように、壁面１５側に形成さ
れた開口部の枠体１４に、回動自在に設けられたＭ１２のデンデンボルト１６ｂと、この
デンデンボルト１６ｂのネジ部に螺合された丸ハンドル１６ａと、扉１３側に設けられた
ヒンジ部材１６ｃとにより構成された締め付け金具１６が提案されている。
【０００５】
　この締め付け金具１６は、図９（ａ）および図９（ｂ）に示すように、扉１３側の縁部
１３ａと、壁面１５側に形成された開口部の枠体１４とに、それぞれ対向して密着するパ
ッキンｐが介装された開閉扉に用いられるもので、締め付け金具１６が、扉１３の四隅近
傍に配設され、各々の丸ハンドル１６ａを締め込むことにより、扉１３の縁部１３ａのパ
ッキンｐが、開口部の枠体１４のパッキンｐを押圧して、内部の気密が保持される。
【０００６】
　また、締め付け金具１６を使用するには、図８（ｃ）に示すように、ヒンジ部材１６ｃ
のヒンジ体１６ｄの一端部側のヒンジ部１６ｅを中心に、扉１３側に回動させ、ヒンジ体
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１６ｄの他端側に形成されている溝部１６ｆを、デンデンボルト１６ｂのネジ部に嵌合さ
せるとともに、デンデンボルト１６ｂのリング部を中心に、壁面１５側に回動させる。そ
して、デンデンボルト１６ｂに螺合されている丸ハンドル１６ａを回転させて締め込むこ
とにより、ヒンジ部材１６ｃ自体に力が負荷され、扉１３のパッキンｐが開口部の枠体１
４のパッキンｐを押圧する。これにより、パッキンｐが摩耗したとしても、丸ハンドル１
６ａを締め込んでいくことにより、気密性を増加させるとともに、振動や騒音の発生を抑
えることができる。
【０００７】
　しかしながら、この締め付け金具１６は、丸ハンドル１６ａを１回転させても、デンデ
ンボルト１６ｂのネジピンチ分しか締め付けることができないため、扉１３の開閉動作の
度に、丸ハンドル１６ａを何回も回転させなければならないとともに、パッキンｐの摩耗
により、締め付け量が増加した場合には、さらに丸ハンドル１６ａを回転させなければな
らない。しかも、４箇所の締め付け金具１６の丸ハンドル１６ａを操作しなければならず
、扉１３を密閉させるのに、手間が掛かるという問題がある。
【０００８】
　そこで、図１０に示す従来例においては、レバーハンドル１７ａの一端側１７ｂに、鈎
状のストッパ部１７ｃが一体的に形成されたハンドル部材１７ｄと、このハンドル部材１
７ｄが回転自在に設けられた台座１７ｅと、ハンドル部材１７ｄの鈎状のストッパ部体１
７ｃと係合する受け部１７ｆとを備えて構成された締め付け金具１７が提案されている。
【０００９】
　この従来の締め付け金具１７では、鈎状のストッパ部１７ｃが、先端部１７ｇから漸次
高さ寸法が高くなるように勾配が形成されている。そして、台座１７ｅに回転自在に設け
られたハンドル部材１７ｄを扉１３側に配設するとともに、受け部１７ｆを壁面１５側に
配設し、ハンドル部材１７ｄを回転させて、ストッパ部１７ｃの先端部１７ｇから、受け
部１７ｆに挿入させて係合させる。
【００１０】
　また、係合させる際には、受け部１７ｆに挿入されたストッパ部１７ｃが、先端部１７
ｇから後端側に挿入されていくに従って、ストッパ部１７ｃに形成された勾配により締め
込み量が増加し、扉１３側のパッキンと壁面１５の開口部側のパッキンとを密着させて気
密性が高められる。これにより、上記パッキンが摩耗した場合でも、ストッパ部１７ｃに
形成された勾配に沿って、ストッパ部１７ｃを挿入させることにより、常に上記パッキン
を密着させた状態にすることができる。
【００１１】
　しかしながら、この従来の締め付け金具１７は、レバーハンドル１７ａを回転させるこ
とにより、容易に締め付けを行うことができるものの、ストッパ部１７ｃに設けられた勾
配の量程度しか締め込むことができない。また、さらなる増し締めをするためには、台座
１７ｅの下面側にシムを介入させて調整するしかなく、しかも、このシムを介入して調整
するには、ハンドル部材１７ｄを扉１３から一旦取り外さなければならず、手間が掛かる
という問題がある。
【００１２】
　また、ハンドル部材１７ｄは、ストッパ部１７ｃとレバーハンドル１７ａが一体的に形
成されているため、例えば、扉１３の四隅近傍に締め付け金具１７を取り付ける場合には
、右勝手用に製造されたハンドル部材１７ｂは、左勝手用に配設される場所に使用するこ
とができず、右勝手用と左勝手用のハンドル部材１７ｄを各々製造する必要がある。
【００１３】
　さらに、この従来の締め付け金具１７は、ハンドル部材１７ｄと受け部１７ｆとを配置
する場所により、外開き扉および内開き扉に使用することができるが、内開き扉に使用す
る場合に、ハンドル部材１７ｄを壁面１５側に配置する必要があり、壁面１５側にレバー
ハンドル１７ａの回動範囲を確保する必要があるため、扉１３が取り付けられた位置によ
っては、使用することができないという問題もある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたもので、簡便に締め込み量を増加させることが
でき、かつ様々な開閉扉に対応した使い勝手の良い増し締め機構付き密閉ハンドルを提供
することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、扉側または当該扉が開閉自在に
取り付けられた壁面側に取り付けられる台座と、上記台座の取付面と反対の表面側に立設
され、一端側が上記台座に回転自在に支承されているとともに、外周面に雄ねじが螺設さ
れた調整軸と、上記台座の表面側に配設され、上記調整軸の上記雄ねじに螺合する雌ねじ
が螺設されているとともに、外周面から外方に突出するストッパ部が形成された操作部と
を備え、上記調整軸と上記操作部とには、上記操作部を回転させた際に、上記調整軸に係
合して当該調整軸を一体的に回転させるとともに、上記操作部に対して上記調整軸のみを
回転可能とする係合部が設けられていることを特徴とするものである。
【００１６】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、上記操作部の上記台
座側には、回転プレートが当該操作部と一体的に設けられているとともに、上記台座には
、上記回転プレートに当接して上記操作部の回転角度を所定の範囲に規制する規制部材が
配設されていることを特徴とするものである。
【００１７】
　そして、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の発明において、上記操作
部は、上記操作部を回転させるハンドルと、上記ストッパ部が形成されたカム部とが着脱
自在に連結されて構成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の増し締め機
構付き密閉ハンドル。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１～３に記載の本発明によれば、一端側が台座に回転自在に支承された調整軸と
、上記調整軸に螺合され、外周面から外方に突出するストッパ部が形成された操作部とに
、上記操作部を回転させた際に、上記調整軸に係合して当該調整軸を一体的に回転させる
とともに、上記操作部に対して上記調整軸のみを回転可能とする係合部が設けられている
ため、上記操作部を上記台座の表面側に回転自在に配設することができるとともに、上記
操作部を上記調整軸の軸線方向に対して、進退自在に移動させることができる。これによ
り、扉側と当該扉が取り付けられた壁面側の枠体との間に介装されたパッキンが摩耗し、
気密性が損なわれた場合でも、上記調整軸を回転させることにより、上記操作部の締め込
み量を増加させて、上記操作部の回転角度を変えることなく、上記パッキンに密着させて
気密性を保持させることができるとともに、常に内部の気圧が、負圧と正圧とを繰り返す
大型空調機などに用いられる開閉扉の振動や、騒音を長期に亘り抑えることができる。
【００１９】
　また、上記操作部が上記調整軸の軸線方向に対して、進退自在に可動するため、壁面側
に取り付けられた扉が、内開きでも外開きでも、締め込み量を増加させる方向に、上記調
整軸を回転させて、上記操作部を可動させることにより、上記扉側と当該扉が取り付けら
れた上記壁面側の枠体との気密性を保持させることができるとともに、摩耗した上記パッ
キンを取り替えた際にも、上記調整軸を回転させて、上記操作部を可動させることにより
、締め込み量を容易に調整することができる。これにより、扉の開閉する方向に左右され
ることなく、気密性を必要とする様々な扉に使用することができるとともに、メンテナン
ス性を向上させることができる。
【００２０】
　請求項２に記載の発明によれば、回転プレートが上記操作部と一体的に設けられている
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とともに、上記台座には、上記回転プレートに当接して上記操作部の回転角度を所定の範
囲に規制する規制部材が配設されているため、上記増し締め機構付き密閉ハンドルが右勝
手用または左勝手用に使用される場合に、上記規制部材を上記回転プレートに当接させる
位置を変更することにより、容易に右勝手用または左勝手用に対応した回転角度の範囲を
設定することができる。
【００２１】
　請求項３に記載の発明によれば、上記操作部が、上記操作部を回転させるレバーハンド
ルと、上記ストッパ部が形成されたカム部とが、着脱自在に連結されて構成されているた
め、上記増し締め機構付き密閉ハンドルを扉側または当該扉が開閉自在に取り付けられた
壁面側に取り付けて、上記操作部を右勝手用または左勝手用に使用する場合に、上記レバ
ーハンドルを上記カム部から脱離させて、上記カム部に形成されたストッパ部を、右勝手
または左勝手に使用する位置に配置した後に、上記レバーハンドルを上記カム部に取り付
けることにより、容易に使用形態を変更することができる。これにより、右勝手用と左勝
手用の上記増し締め機構付き密閉ハンドルを各々製造する必要がないため、製造コストを
抑えることができるとともに、取り付け作業を効率化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の増し締め機構付き密閉ハンドルの一実施形態を示し、（ａ）は平面図、
（ｂ）は正面図、（ｃ）右側面図である。
【図２】本発明の増し締め機構付き密閉ハンドルの一実施形態を示し、（ａ）は右側面断
面図、（ｂ）は背面図である。
【図３】図１～図２に記載の増し締め機構付き密閉ハンドルのストッパ部が係止される受
け部を示し、（ａ）平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）右側面図である。
【図４】図１～図２に記載の増し締め機構付き密閉ハンドルおよび図３に記載の受け部を
外開き扉に配設した状態を示す正面図である。
【図５】図４の詳細を示し、（ａ）は部分平面断面図、（ｂ）は部分正面図、（ｃ）は操
作部の移動を方法を説明する平面図である。
【図６】図１～図２に記載の増し締め機構付き密閉ハンドルおよび図３に記載の受け部を
内開き扉に配設した状態を示す正面図である。
【図７】図７の詳細を示し、（ａ）は部分平面断面図、（ｂ）は部分正面図、（ｃ）は操
作部の移動を方法を説明する平面図である。
【図８】従来の締め付け金具を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は取り付
け過程を説明する正面図である。
【図９】図８に示す従来の締め付け金具を扉に配設した状態を示し、（ａ）は正面図、（
ｂ）は平面断面図である。
【図１０】他の従来の締め付け金具を扉に配置した状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１および図２に示すように、本発明の一実施形態の増し締め機構付き密閉ハンドル１
は、台座２と、この台座２に回転自在に支承され調整軸３と、台座２の表面２ｂ側に配設
され、外周面から外方に突出して延在するストッパ部５が形成された操作部４とを備えて
概略構成されている。
【００２４】
　ここで、台座２は、ホームベース型の略三角形状をなし、３箇所の角部に取付孔２ｃが
穿設され、取付面２ａが扉１３側または扉１３が開閉自在に取り付けられた壁面１５側に
取り付けられている。また、台座２の略中央部に、表面２ｂ側から取付面２ａに貫通する
貫通孔２ｄが穿設されている。この貫通孔２ｄは、取付面２ａ側が３段の階段状に穿設さ
れ、取付面２ａ側の１断目に、四角形状の裏板１１が覆われて設けられているとともに、
表面２ｂ側が凸状に形成されている。裏板１１は、厚さ寸法２ｍｍの鋼板により形成され
、四隅が台座２とカシメｎにより一体的に設けられている。
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【００２５】
　また、裏板１１は、その中央部に、台座２の取付面２ａと反対の表面２ｂ側に立設され
、一端３ａ側がカシメｎにより、回転自在に支承された調整軸３が配設されている。そし
て、調整軸３の外周面に形成された雄ねじ３ｃは、ピッチ１．２５ｍｍ（Ｍ８）のねじ山
により螺設されている。さらに、調整軸３の他端３ｂ側には、外表面から径方向に穿設さ
れたボール孔６ａが形成されている。このボール孔６ａには、直径３ｍｍのボール６ｂと
スプリング６ｃとが挿入されている。また、調整軸３の他端３ｂ側の端面には、十字状の
凹部３ｄが形成されている。
【００２６】
　そして、調整軸３の雄ねじ３ｃに螺合し、台座２の表面２ｂ側に配設される操作部４は
、ストッパ部５が一体に形成されたカム部１０と、操作部４を回転させるレバーハンドル
９とが、ボルトｍによって着脱自在に連結されているとともに、カム部１０のストッパ部
５と、レバーハンドル９とが９０°の位置に配置されている。カム部１０は、円筒状に形
成され、その内周面に形成された雌ねじ４ａが、調整軸３の雄ねじ３ｃと同じピッチ１．
２５ｍｍ（Ｍ８）によりねじ山が螺設されている。
【００２７】
　また、カム部１０の内周面には、調整軸３のボール孔６ａと対応する位置に、ボール６
ｂの外周面の一部が係合する溝部４ｂが形成されている。この溝部４ｂは、軸線方向に延
在して穿設されているとともに、周方向に間隔を置いて複数穿設されている。さらに、カ
ム部１０の台座２側に溝部１０ａが形成されている。この溝部１０ａは、雌ねじ４ａが螺
設された筒状部１０ｂと壁部１０ｃとの間に周設されている。そして、レバーハンドル９
は、連結されているカム部１０に螺合されている調整軸３の他端３ｂ側に、キャップ９ａ
が着脱自在に嵌合されている。
【００２８】
　そして、カム部１０に一体に形成されたストッパ部５は、平板状に形成され、外周面か
ら外方に突出する調整軸３の軸線方向に対して垂直に延在されているとともに、平坦面が
操作部の回転方向に対して水平に配設されている。
　なお、係合部６は、溝部４ｂと調整軸３のボール孔６ａ、ボール６ｂ、スプリング６ｃ
とにより構成されている。
【００２９】
　さらに、カム部１０の台座２側の筒状部１０ｂが、台座２の表面２ｂ側の貫通孔２ｄに
挿通されているとともに、筒状部１０ｂの先端部に回転プレート７が一体的に設けられて
いる。この回転部プレート７は、図２（ｂ）に示すように、一部がカム部１０の軸線方向
に対して突出した係止部７ａが形成されている。この係止部７ａは、周方向の一端側が、
レバーハンドル９の回動により、裏板１１に螺設された孔ｓに螺合されているネジ（規制
部材）８に当接して、回動範囲を規制している。このネジ８は、レバーハンドル９の回動
を規制する際に、２箇所に穿設された孔ｓのいずれに螺合されている。
【００３０】
　また、扉１３側または扉１３が取り付けられた壁面１５側に取り付けられる受け部１２
は、図３に示すように、台部１２ａと、回動するストッパ部５を係止する鉤状部１２ｂに
より構成されている。台部１２ａは、長方形状に形成され、長手方向の両端部近傍に、取
付孔１２ｃが形成されているとともに、鉤状部１２ｂが長手方向の一端側を開口して配置
されている。
【００３１】
　ここで、上記構成による増し締め機構付き密閉ハンドル１を用いる、外開き扉１３の構
成について説明する。
　この外開き扉１３は、図４に示すように、扉１３が外方に開閉自在に可動するように、
壁面１５に形成された開口部の枠体１４に、ヒンジ部材ｋを介して扉１３を取り付ける。
また、図５（ａ）に示すように、扉１３の内側の縁部１３ａには、パッキンｐが周設され
ているとともに、壁面１５に形成された開口部の枠体１４の内壁側にパッキンｐが周設さ
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れ、気密性が保持されるように構成されている。
【００３２】
　次いで、図４に示すように、扉１３のヒンジ部材ｋ側の縁部近傍と、このヒンジ部材ｋ
と対向する側の縁部近傍に、各々増し締め機構付き密閉ハンドル１が２つ間隔を置いて配
設され、台座２の取付孔２ｃにボルトを貫通させて、扉１３に螺合して取り付ける。この
ときに、増し締め機構付き密閉ハンドル１の操作部４は、図５（ａ）に示すように、レバ
ーハンドル９に嵌合されているキャップ９ａを外し、調整軸３の他端３ｂ側の端面に形成
された十字状の凹部３ｄにプラスドライバｔを嵌合させて左回転させて、台座２側に移動
させておく。
【００３３】
　そして、扉１３側に配設された増し締め機構付きハンドル１のカム部１０に、一体に形
成されたストッパ部５が係合される受け部１２を、壁面１５側に形成された開口部の枠体
１４に取り付ける。このときに、増し締め機構付きハンドル１のレバーハンドル９を回動
させて、ストッパ部５が下方より侵入して、受け部１２に係合されるように、受け部１２
の鉤状部１２ｂの開口側が下方に位置するように取り付ける。
【００３４】
　次に、上記構成の外開き扉１３に用いた際の、増し締め機構付き密閉ハンドル１の操作
について説明する。
　まず、図４に示すように、扉１３の向かって左側２箇所に配設された、右勝手用の増し
締め機構付き密閉ハンドル１は、図５（ｂ）に示すように、レバーハンドル９を右に回動
させることにより、ストッパ部５が受け部１２から離脱する。また、離脱した状態から、
レバーハンドル９を左に回動させると、ストッパ部５が受け部１２に係合され、扉１３側
の内側の縁部１３ａに周設されたパッキンｐが、壁面１５側に形成された開口部の枠体１
４の内壁側に周設されたパッキンｐを押圧し密着させることにより、気密性を増加させる
ことができる。
【００３５】
　また、レバーハンドル９を回動させる場合に、台座２の表面２ｂ側に突出した凸部の貫
通孔２ｄに、筒状部１０ｂが挿入され、カム部１０が回転するとともに、一端３ａ側が支
承された調整軸３の雄ねじ３ｃに螺合されているカム部１０が、調整軸３と共に回転する
。この際に、係合部６において、調整軸３の他端３ｂ側に穿設されているボール孔６ａに
挿入されたボール６ｂが、スプリング６ｃの付勢により、カム部１０の内周面に形成され
た溝部４ｂに係合されているため、レバーハンドル９を回動させると、カム部１０と調整
軸３とを共に回転することができる。
【００３６】
　また、図４に示すように、扉１３の向かって右側２箇所に配設された、左勝手用の増し
締め機構付き密閉ハンドル１は、レバーハンドル９の回動方向が、上述の右勝手用の増し
締め機構付き密閉ハンドル１と逆になる。さらに、左勝手用の増し締め機構付き密閉ハン
ドル１は、右勝手用の操作部４から、レバーハンドル９を取り外し、台座２を１８０°回
転させて、カム部１０のストッパ部５を右側に配置させて、扉１３に取り付けた後に、レ
バーハンドル９をカム部１０に取り付けて使用する。この際に、図２（ｂ）に示すように
、台座２の取付面２ａ側の裏板１１に孔ｓに螺合されているネジ８を、もう一方のネジ孔
ｓに螺合させることにより、左勝手用の増し締め機構付き密閉ハンドル１の左への回動が
規制される。
【００３７】
　そして、経年変化や長期に亘っての開閉動作により、扉１３側および開口部の枠体１４
側に周設されたパッキンｐが摩耗し、増し締め機構付き密閉ハンドル１の締め付けだけで
は、気密性が保持できなくなった場合に、図５（ｃ）に示すように、レバーハンドル９の
キャップ９ａを取り外し、プラスドライバｔを調整軸３の他端３ｂ側の端面に形成されて
いる十字状の凹部３ｄに嵌合して、右回転させる。この右回転により、調整軸３の雄ねじ
３ｃに螺合されているカム部１０は、雌ねじ４ａが調整軸３の雄ねじ３ｃに沿って摺動し
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、操作部４が台座２の表面２ｂ側から離反する方向に移動する。これにより、レバーハン
ドルを９０°の回転角度の範囲により回動させて、ストッパ部５を受け部１２に係合させ
ると、扉１３がより内側に配設され、扉１３側のパッキンｐが、開口部の枠体１４の内壁
側のパッキンｐを押圧して密着し、気密性が増加する。
【００３８】
　また、パッキンｐの摩耗が激しく、パッキンｐ自体を交換した際には、調整軸３を左回
転させて、操作部４を台座２側に移動させる。この移動により、締め付け量が調整され、
レバーハンドル９の回転角９０°の範囲において、新たなパッキンｐ同士を密着させて、
気密性を保持させることができる。
【００３９】
　この際に、係合部６において、カム部１０と調整軸３とは、調整軸３の回転により、ボ
ール６ｂがスプリング６ｃの付勢に抗し、ボール孔６ａに落ち込むため、ボール６ｂがカ
ム部１０の内周面に形成された溝部４ｂから離脱し、調整軸３のみを回転させることがで
きる。また、カム部１０の内周面に間隔を置いて周設された複数の溝部４ｂにより、調整
軸３を回転させると溝部４ｂの間隔毎に、ボール６ｂが係合されるため、機器類の振動な
どにより、調整軸３が万一回転したとしても、その回転を隣接する溝部４ｂに係合し、調
整軸３の回転を規制する。
【００４０】
　ここで、上記構成による増し締め機構付き密閉ハンドル１を用いる、内開き扉１３の構
成について説明する。
　この内開き扉１３は、図６に示すように、扉１３が内方に開閉自在に可動するように、
壁面１５に形成された開口部の枠体１４に、ヒンジ部材ｋを介して扉１３を取り付ける。
このとき、扉１３が内開きであるため、ヒンジ部材ｋは内側に取り付けられる。また、図
７（ａ）に示すように、扉１３の外側の縁部１３ａには、パッキンｐが周設されていると
ともに、壁面１５に形成された開口部の枠体１４の外壁側にパッキンｐが周設され、気密
性が保持されるように構成されている。
【００４１】
　次いで、図６に示すように、扉１３のヒンジ部材ｋ側の縁部近傍と、このヒンジ部材ｋ
と対向する側の縁部近傍に、実施例１と同様に各々増し締め機構付き密閉ハンドル１が２
つ間隔を置いて配設され、台座２の取付孔２ｃにボルトを貫通させて、扉１３に螺合して
取り付ける。このときに、増し締め機構付き密閉ハンドル１の操作部４は、図７（ａ）に
示すように、レバーハンドル９に嵌合されているキャップ９ａを外し、調整軸３の他端３
ｂ側の端面に形成された十字状の凹部３ｄにプラスドライバｔを嵌合させて右回転させて
、台座２と離間した位置に移動させておく。
【００４２】
　そして、扉１３側に配設された増し締め機構付きハンドル１のカム部１０に、一体に形
成されたストッパ部５が係合される受け部１２を、実施例１と同様に壁面１５側に形成さ
れた開口部の枠体１４に取り付ける。このときに、増し締め機構付きハンドル１のレバー
ハンドル９を回動させて、ストッパ部５が下方より侵入して、受け部１２に係合されるよ
うに、受け部１２の鉤状部１２ｂの開口側が下方に位置するように取り付ける。
【００４３】
　次に、上記構成の内開き扉１３に用いた際の、増し締め機構付き密閉ハンドル１の操作
について説明する。
　まず、図６に示すように、扉１３の向かって左側２箇所に配設された、右勝手用の増し
締め機構付き密閉ハンドル１は、図７（ｂ）に示すように、レバーハンドル９を右に回動
させることにより、ストッパ部５が受け部１２から離脱する。また、離脱した状態から、
レバーハンドル９を左に回動させると、ストッパ部５が受け部１２に係合され、扉１３側
の外側の縁部１３ａに周設されたパッキンｐが、壁面１５側に形成された開口部の枠体１
４の外壁側に周設されたパッキンｐを押圧して、気密性を増加させることができる。
【００４４】
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　また、レバーハンドル９を回動させる場合に、実施例１と同様に、台座２の表面２ｂ側
に突出した凸部の貫通孔２ｄに、筒状部１０ｂが挿入され、カム部１０が回転するととも
に、一端３ａ側が支承された調整軸３の雄ねじ３ｃに螺合されているカム部１０が、調整
軸３と共に回転する。この際に、係合部６において、調整軸３の他端３ｂ側に穿設されて
いるボール孔６ａに挿入されたボール６ｂが、スプリング６ｃの付勢により、カム部１０
の内周面に形成された溝部４ｂに係合されているため、レバーハンドル９を回動させると
、カム部１０と調整軸３とを共に回転することができる。
【００４５】
　そして、図６に示すように、扉１３の向かって右側２箇所に配設された、左勝手用の増
し締め機構付き密閉ハンドル１は、実施例１と同様に、レバーハンドル９の回動方向が、
上述の右勝手用の増し締め機構付き密閉ハンドル１と逆になる。さらに、左勝手用の増し
締め機構付き密閉ハンドル１は、右勝手用の操作部４から、レバーハンドル９を取り外し
、台座２を１８０°回転させて、カム部１０のストッパ部５を右側に配置させて、扉１３
に取り付けた後に、レバーハンドル９をカム部１０に取り付けて使用する。この際に、図
２（ｂ）に示すように、台座２の取付面２ａ側の裏板１１に孔ｓに螺合されているネジ８
を、もう一方のネジ孔ｓに螺合させることにより、左勝手用の増し締め機構付き密閉ハン
ドル１の左への回動が規制される。
【００４６】
　そして、経年変化により、扉１３側および開口部の枠体１４側に周設されたパッキンｐ
が摩耗し、増し締め機構付き密閉ハンドル１の締め付けでは、気密性が保持できなくなっ
た場合に、図７（ｃ）に示すように、レバーハンドル９のキャップ９ａを取り外し、プラ
スドライバｔを調整軸３の他端３ｂ側の端面に形成されている十字状の凹部３ｄに嵌合し
て、左回転させる。この左回転により、調整軸３の雄ねじ３ｃに螺合されているカム部１
０は、雌ねじ４ａが調整軸３の雄ねじ３ｃに沿って摺動し、操作部４が台座２の表面２ｂ
側に移動する。これにより、レバーハンドル９を回動させて、ストッパ部５を受け部１２
に係合させると、扉１３がより外側に配設され、扉１３側のパッキンｐが、開口部の枠体
１４の内壁側のパッキンｐを押圧して密着し、気密性が増加する。
【００４７】
　また、パッキンｐの摩耗が激しく、パッキンｐ自体を交換した際には、調整軸３を右回
転させて、操作部４を台座２の表面２ｂ側から離反する方向に移動させる。この移動によ
り、締め付け量が調整され、レバーハンドル９の回転角９０°の範囲において、新たなパ
ッキンｐ同士を密着させて、気密性を保持させることができる。
【００４８】
　この際に、係合部６において、カム部１０と調整軸３とは、実施例１と同様に、調整軸
３の回転により、ボール６ｂがスプリング６ｃの付勢に抗し、ボール孔６ａに落ち込むた
め、ボール６ｂがカム部１０の内周面に形成された溝部４ｂから離脱し、調整軸３のみを
回転させることができる。また、カム部１０の内周面に間隔を置いて周設された複数の溝
部４ｂにより、調整軸３を回転させると溝部４ｂの間隔毎に、ボール６ｂが係合されるた
め、機器類の振動などにより、調整軸３が万一回転したとしても、その回転を隣接する溝
部４ｂに係合し、調整軸３の回転を規制する。
【００４９】
　上述の実施形態による増し締め機構付き密閉ハンドル１によれば、調整軸３と操作部４
とには、操作部４のレバーハンドル９を回動させた際に、調整軸３に係合して調整軸３を
一体的に回転させるとともに、操作部４に対して調整軸３のみを回転可能とする係合部６
が、調整軸３の他端３ｂ側の外表面から径方向に穿設されたボール孔６ａと、このボール
孔６に挿入されるボール６ｂおよびスプリング６ｃと、カム部１０の内周面に形成された
ボール６ｂが係合する溝部４ｂにより構成されているため、操作部４のレバーハンドル９
を回動させる場合には、ボール６ｂがスプリング６ｃの付勢により溝部４ｂに係合され、
操作部４を台座２の表面２ｂ側に回転自在に配設されるとともに、調整軸３のみを回転さ
せた場合には、ボール６ｂがスプリング６ｃの付勢に抗し、溝部４ｂから離脱し、操作部
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４を調整軸３の軸線方向に対して、進退自在に移動させることができる。
【００５０】
　これにより、扉１３側と壁面１５の開口部側とに設けられたパッキンが摩耗し、気密性
が損なわれた場合でも、調整軸３を回転させることにより、操作部４の締め込み量を増加
させ、レバーハンドル９の回転角度を変えることなく、扉１３側と扉１３が取り付けられ
た壁面１５側の枠体１４とに周設されたパッキンｐ同士を密着させて、気密性を保持させ
ることができる。さらに、常に内部の気圧が、負圧と正圧とを繰り替える大型空調機など
に用いられる開閉扉の振動や、騒音を長期に亘り抑えることができる。
【００５１】
　また、壁面１５に形成された開口部に取り付けられた扉１３が、内開きまたは外開きの
どちらであっても、パッキンｐの摩耗により気密性が低下した場合には、締め込み量を増
加させる方向に、調整軸３を回転させ操作部４を移動させことにより、簡便に気密性を保
持させることができるとともに、摩耗したパッキンｐを取り替えた際にも、調整軸３を回
転させて、操作部４を可動させることにより、締め込み量を容易に調整することができる
。これにより、扉１３の開閉する方向に左右されることなく、気密性を必要とする様々な
扉に使用することができるとともに、メンテナンス性を向上させることができる。
【００５２】
　そして、内開き扉１３の場合には、図７（ａ）に示すように、扉１３面と開口部の枠体
１４面とに段差が生じるが、調整軸３を回転させて、操作部４を調整軸３の軸線方向に対
して移動させることにより、当該段差を吸収して締め付けることができる。
【００５３】
　さらに、カム部１０の筒状部１０ｂの台座２側に、一体的に設けられた回転プレート７
の係止部７ａが、レバーハンドル９の回動方向に対応して、台座２の裏板１１の孔ｓに螺
合されているネジ８に当接されるため、増し締め機構付き密閉ハンドル１が右勝手または
左勝手に使用される場合に、ネジ８の位置を付け変えるのみで、左右の回転角を９０°に
設定することができる。
【００５４】
　また、操作部４が、レバーハンドル９と、ストッパ部５が一体に形成されたカム部１０
とが、着脱自在に連結されて構成されているため、増し締め機構付き密閉ハンドル１を扉
１３側または扉１３が開閉自在に取り付けられた壁面１５側に取り付けて、右勝手または
左勝手に使用する場合には、レバーハンドル９をカム部１０から脱離させて、カム部１０
に形成されたストッパ部５を、右勝手または左勝手に使用する位置に配置した後に、レバ
ーハンドル９を、カム部１０に取り付けるのみで使用することができる。これにより、右
勝手用と左勝手用の増し締め機構付き密閉ハンドル１を製造する必要がないため、製造コ
ストを抑えることができるとともに、取り付け作業の効率化を図ることができる。
【００５５】
　なお、上記実施の形態において、増し締め機構付き密閉ハンドル１を扉１３側に取り付
けた場合のみ説明したが、これに限定されるものでなく、例えば、増し締め機構付き密閉
ハンドル１を壁面１５側に形成された開口部の枠体１４に取り付けても対応可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　気密性を必要とする開閉扉に利用することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　　１　増し締め機構付き密閉ハンドル
　　２　台座
　２ａ　取付面
　２ｂ　表面
　２ｃ　取付孔
　　３　調整軸
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　３ａ　一端
　３ｂ　他端
　３ｃ　雄ねじ
　　４　操作部
　４ａ　雌ねじ
　　５　ストッパ部
　　６　係合部
　６ａ　ボール孔
　６ｂ　ボール
　６ｃ　スプリング
　６ｄ　溝部
　　７　回転プレート
　　８　ネジ（規制部材）
　　９　レバーハンドル
　１０　カム部
　１１　裏板
１１ａ　取付孔
　１２　受け部材
１２ａ　台部
１２ｂ　掛け部
　１３　扉
　１４　枠体
　１５　壁面
　　ｋ　ヒンジ部材
　　ｐ　パッキン
【図１】 【図２】



(12) JP 2012-107384 A 2012.6.7

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(13) JP 2012-107384 A 2012.6.7

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

